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総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会 電気料金審査専門小委員会 

（第１回：前半）議事概要 

 

１．日 時：平成２５年７月５日（金）９：００～１１：００ 

 

２．場 所：経済産業省本館地下２階 講堂 

 

３．出席者： 

  安念委員長、秋池委員、梶川委員、辰巳委員、永田委員、八田委員、松村委

員、南委員、山内委員 

 

（オブザーバー） 

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ 加藤事務局長 

徳島県消費者協会 齋藤会長 

日本商工会議所 青山産業政策第二部副部長 

全国消費者団体連絡会 河野事務局長 

消費者庁 長谷川消費生活情報課長 

 

（説明者） 

東北電力株式会社 佐竹取締役副社長 

四国電力株式会社 家髙取締役副社長 

 

【主な意見】 

＜人員計画／出向者給与について＞ 

 従業員一人当たりの生産性については、四国電力が明らかに低く、人件費の

査定に何らかの形で反映させなければならない。給料手当は基準だとしても、

職員数や出向者数などを調整して１０社平均に近づける必要がある。出向者

を削減する審査が行われていると思うが、さらに削減を進めることも含めて

検討していくべき。 

 

 生産性について、四国電力の説明（資料４の８ページ）では納得できないの

で、今後の検討が必要。説明によると、生産性が低いのは、きめ細かい業務

をしているためとのことだが、値上げの局面で、過剰サービスは不要ではな

いか。指摘事項と回答が合っていないと感じた。 

 

 四国電力は、販売電力量が減少している上、売電も行わないのであれば、人
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員を削減しなくてはならない。そもそも売電を行わないことが問題ではない

か。 

 

 生産性について、四国電力は、売電が難しいとしている状況も考慮すべきだ

が、これからの販売量を考えた場合に生産性に問題がないか検討していく必

要がある。他電力会社並であればよいが、そうでなければ、何らかの考慮を

する必要がある。 

 

 四国電力について、人員計画を査定して原価算入を認めないとしても「人員

が過剰だから解雇や新規採用を抑制しろ」ということではない。あくまでも

料金原価に算入する適切な人員はどれだけかということが焦点であり、実際

に実施するかどうかは事業者の判断。また、四国総研は外部へ売れる技術を

もっているため、四国電力がバックアップしていくことに異論はないが、消

費者へ転嫁せずに附帯事業として行ってほしい。 

 

 四国電力の一人当たりの販売電力量は少ないので、きちんと査定する必要が

ある。資料（５－２の７ページ）には「原子力発電所の稼働率が高いことは、

人員数の多さを活かしてメンテナンス等をしっかりできたから」といった記

載があるが、十分な人員を配置し、トラブル防止に努めているということで

あれば、別途、客観的な意見も聞いており、認めるべきかと思う。一方、火

力発電所については、原子力発電所のような評価はない。計画外停止の少な

い点は発電設備の性質にもよるし、電源の種類などによって事情が異なるこ

とから、それらを踏まえても、人員配置との関係でパフォーマンスが良いこ

とを説明できれば示してほしい。 

 なお、四国電力の一人当たりの販売電力量については、小売り部分だけであ

り、外部販売を含めてはいけない。ただし、何らかの補正を行うことはあっ

てもよいかもしれない。他の電力会社より低い理由について、きちんと説明

できないところは査定するしかない。 

 

 四国電力の生産性について、手間をかけすぎていること等も想定すると、人

員過剰の説明としては不十分。原価算定期間中、急に生産性を改善すること

は難しいとは思うが、中長期的努力の改善を肝に銘じてほしい。 

 

 四国電力の生産性について、原価算定期間中に受益者が負担するコストを考

えると、会社全体の効率化に影響があるとしても、他社水準の生産性は必要。

販売電力量の増加に繋がる形の生産性を考えてほしい。 
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 過去、電気料金値上げの申請を行った電力会社は生産性が高かったため、あ

まり考えずに一人当たりの生産性を見ていたが、経営分析の世界では「人件

費率」で見る手法もある。人件費を低下させるため、人数だけではなく、単

価についても査定するときの参考として検討したい。 

 

 消費者から見ると、四国電力の出向のあり方・グループ会社のあり方は理解

できない。技術の進歩と機械化が進む中、人数が十分であれば消費者からの

信頼感が上昇するということではないと思う。 

 

＜役員数について＞ 

 東北電力の役員の担当（資料５－１の２ページ）について、前回と比べて、

特命課題に関する記載を増やしているが、具体性がない。前回改定と人は不

変であるが、そもそも人員が多いので、説明してもらわないと値上げ局面で

は認めにくい。 

 

 東北電力の役員について、（もともと数が多かったという）意見を変えるよ

うな説得力のある資料ではない。 

 

 役員担当については、前回と比べて特命課題の記載が増えただけであり、役

員がどう機能しているかわからない。業務量がどの程度あるのかも説明して

ほしい。共に火力原子力本部に就いているＢ副社長とＣ副社長の役割分担な

ど、ガバナンスの考え方を教えてほしい。 

 ４つの原子力プラントの新安全基準に基づく安全対策に係る業務量が膨大

なため、役員が特命で対応しており、震災前からこの体制をとっている。ま

た、Ｃ副社長（技術系）は原子力の技術を統括、Ｂ副社長（事務系）は社長

の指示で動くとともに火力原子力本部全体を統括している。（東北電力） 

 

＜燃料費ついて＞ 

 東北電力の石炭価格について、資料（資料５－１の３ページ）に「各国石炭

における発熱量差による価格補正を勘案する等の審査をお願いしたい」とあ

るが、それは当然ではないかと思っている。 

 

 石炭価格について、東北電力は「石炭価格は高いが輸送体制で削減できてお

りトータルで見てほしい」との説明をしているが、輸送体制や外航船の利用

は今に始まったことではない。原子力発電所の停止に伴い、単価の高いもの
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を使わなくてはならなくなったが、これまで通りの輸送体制をとることで、

他の部分でコストは低減できるということであれば、納得できない。 

 

 東北電力は、石炭価格について「発熱量」、「調達安定性」という２つの理由

で説明しており、後者についてはリスク分散のために複数国から輸入してい

る。今回の値上げの主な理由は燃料価格であるから、全日本通関価格より高

い３１３円／トンの石炭価格を圧縮できないか、チェックしてほしい。 

 

 石炭価格の織り込みについて、「石炭価格は高いものの全体では安くなる」

とのことだが、安い石炭をなぜ購入しないのか、ということが消費者は引っ

掛かる。石炭価格の差で発熱量に違いがあるとのことだが、発熱量の差が発

電量に反映されているのか説明をしてほしい。 

 インドネシア等から安い亜瀝青炭を購入している一方、同じインドネシアか

ら発熱量の高い瀝青炭も購入している。発熱量を考慮せず、単に重さで比べ

ると、インドネシアの石炭については熱量・価格の低い亜瀝青炭が購入され、

結果、インドネシアのＣＩＦ価格も低くなる。これを基準にすると、当社が

主に購入する価格の高い瀝青炭は原価に取り込まれないこととなる。（東北

電力） 

 

 石炭は熱量が異なるものをミックスしており、電力会社によって異なるが、

効率的になっているか、ということ。 

 一般的に、発熱量の高い石炭を利用すれば、使用量が減るが、発熱量によっ

て発電所の出力が変化するようなことはない。（東北電力） 

 発熱量について、各電力会社の発電システムによって異なるのかどうかを確

認し、異なるのであれば、説明をしてほしい。 

 

 発熱量の高い石炭を使うと「少ない石炭で高い発電量が得られる」、「廃棄物

が少ない」等の利点があると思うが、それらを把握できるデータはないか。 

 一つの発電所で１種類の石炭を使うこともあるし、混ぜて使うこともある。

それぞれの石炭に一長一短があるので、それらを組み合わせて使用している。

（東北電力） 

 そうすると、発熱量の高い石炭を使用することへの説明がつきにくいのでは

ないか。明確に、発熱量の高い石炭を使うことに納得出来るような説明がほ

しい。 

 基本的に、電力会社では豪州炭の質がいいので購入するが、豪州炭に集中す

ると価格もリスクも上昇してしまうので、分散させて利用している。一方、
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業種によっては、炭の品質を問わない場合もある。（東北電力） 

 その説明では誤解を招くと思う。東北電力は、熱量が高い石炭を選んでいる

から価格も高い。単に重量ベースで比べると、熱量は低いがトンあたりの価

格が安い石炭ばかりを選んだ方が査定上有利になり、本当は発電に適した形

で発熱量の高いものと低いものを混ぜる方が効率的なのに査定上不利にな

ってしまう。ただ、熱量の補正については十分なデータが出ていないので、

説得力のある形でできるのかどうか。説得力のあるデータが提示されれば、

例外的に熱量・価格の高い石炭も認めるのではないか。 

 

 熱量の補正については、データがほしい。石炭は、熱量が高いと必要な石炭

量が減る。原価算定期間内にｋＷｈに対応する石炭の所要量をはじくには別

の熱量を用いるなどといった inconsistency がないかどうかチェックする

必要がある。価格だけをチェックしているわけではない。 

 

 石炭価格について、「原価は高いが、総額では安い」、「総額は高いが、経費

は安い」等の説明ではうまく理解できない。 

 

 石炭価格の査定の東北電力の考え方（資料５－１の５ページ）は認められな

い。また、他社の諸経費については確認をする必要はあるが、地理的な理由

もあり、機械的にこの基準で考えるのは難しい。 

 

 四国電力のＬＮＧ調達価格については「既に契約済みであり、直ちに価格を

下げることは困難」との主張をされているが、それは認められないというこ

とを繰り返し申し上げている。 

 

 原油等の原価算定に係るディファレンシャル方式については、算定方法を全

社で統一する必要はなく、各社の算定方法が合理的であると確認されればそ

れを認めてもよい。他方、「ディファレンシャル方式で算定した方が高くな

るときにだけそうして、そうでないときにはディファレンシャル方式をとっ

ていない」といったことがないか、厳しく監視する必要がある。さらに、も

う少し細かく、ディファレンシャル方式において、データをとる年限等も精

査し、確認した上で認めるということではないか。 

 

 四国電力のＬＮＧ調達価格について、「自社ではどうにもできない」という

説明が納得できない。できる努力はしてほしい。 
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 ＬＮＧ調達価格について、契約時と世界情勢が変わった場合、状況によって

契約変更もあり得るのではないのか。説明してほしい。 

 

＜経営効率化について＞ 

 経営効率化について、他の電力会社は１０％の効率化目標数値を適用してい

るが、東北電力や四国電力は、発射台が違うことを考慮に入れるべき。 

 

 これまで効率化目標数値は１０％で一律だが、各社で経営体質が違うのに、

同じ目標数値とすることに納得できない。 

 

 このままだと、効率化目標数値は一律１０％になってしまう。発射台が揃っ

ているのであれば、東京電力と同じ水準にするべきだが、発射台が異なるに

もかかわらず、同じ水準だと、３電力（東北、四国、北海道）の経営効率化

に係る水準が同じくらいだと認めたことになる。一定の査定は、必要かと思

う。 
 一方、東北電力は、震災による特殊需要で様々な単価が上がり、ハンデを持

っているため、１０％という目標数値は「それを乗り越えて１０％削減する」

という意思のある数字だと理解できる。 
 
 四国電力の競争発注への移行フロー中、４～６年かかるものについては、「競

争相手がいない」、「競争相手の育成に数年かかる」ということだと理解して

いる。他の電力会社も同じような状況なのか、地域性が影響するのか、それ

を考慮するべきなのかという点は発射台の考え方に影響すると思う。 

 競争発注については、競争相手がいないので、相手を発掘する場合がほとん

どになる。他社の状況についてはわからない。（四国電力） 

 そうであれば、地域性への配慮が必要だということを考えていくべき。 
 
＜その他＞ 

 スマートメーターについて、東北電力は平成２７年度からの本格導入を計画

としているが、資料には先行導入についての記載もある。導入時期の前倒し

によって、原価に前倒しに係る費用が上乗せされるのであれば、概算を教え

てほしい。また、まだスマートメーターを導入していない電力会社同士で協

力し、スケールメリットを発揮することは考えられないのか。 

 まず、先行他社で使用しているスマートメーターを導入すること、先行他社

で既に仕様・生産体制が整っていること等を前提として導入時期の前倒しを

行う。現時点で、前倒しが原価増になるかどうかは答えられない。（東北電



 

7 
 

力） 

 

 スマートメーターについて、導入を３か月前倒しすることによるデメリット

が大きいとすれば、前倒しが本当に良いかどうか考えるべき。東北電力が四

国電力より半年遅らせて導入するのは、早く導入することで原価算入額が高

くならないよう配慮しているためだと思っていた。導入時期を早めること自

体は前向きな話なので、頭から否定するわけではないが、３ヶ月前倒しによ

るデメリットがないか、よく考えるべき。 

 

 四国電力の余剰電力の活用について、四国電力の資料（資料５－２の１７ペ

ージ）に記載のある３つ目の説明は全く理解できない。システム改革の結果、

売り入札だけでなく、買い入札も増えるはずなので、この説明では一方的す

ぎる。上２つは、低下する効果を見込むのは難しいが言っていることは分か

る。ただ、私は、この売り約定の試算を見て、過大な部分があるかもしれな

いが、買いを考えないのは過小と考えており、これで大体キャンセルではな

いか、という整理をしている。この低下要素を全て考慮すると、過小な要素

しか残らず、それであれば、買い約定も検証する必要がある。これらを考慮

するのであれば、売り約定の試算だけでは明確に反対することになる。 

 

 緊急設置電源の除去費用について、算定方法のオプション（例）として事務

局から「①自社取得とリースした場合のコストを比較」、「②廃止扱いから停

止扱いとし、必要な減価償却費等を算入」、「③残存簿価から適正な見積価格

を控除して算定」と３つの案（資料４の４８ページ）が出されている。②の

停止扱いとする場合は、毎年の減価償却期間の残高を除却する、③は除却を

認めるが転売した時の回収可能額を料金から控除するものと理解している。

結論としては、③が現実的で、早期に停止するという措置をとるほうが良い

と考える。コスト負担を縮小するため、転売先を含め、費用の回収を図って

いただきたい。 

 

 個別査定をする中で、③が良いと考えている。説得性があるかどうかという

点はあるが、①～③はすべて架空の数字になる。短期間でのリースは難しく、

また、廃止すると言っているものを停止扱いとするのはどうかと思う。納得

のためには、残存価格を何らかの方法で設定して、取得価格から差し引けば

よいのではないか。 

 残存価格は減価償却しているが、どう考えれば良いのか。 

 基本的には売却価格であると思う。もし、計算できないのであれば、取得価
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格の１０％くらいで良いのではないか。 

 「すべて架空」と言われたが、架空で取り得ないオプションとは思えない。

特に②については、環境アセスメントの観点から自治体が絶対停止しろと言

うのか疑問である。私は②が良いと思うが、③は売却価格が安ければ安定供

給を捨ててでも廃止する必要はないし、それなりに売れるなら長期的に持っ

ている意味がないため、実際の売却価格によると思う。売却算定額を見てな

いうちから③が合理的と決めるのは早すぎる。 

 

 除却した場合の課税の取り扱いは、確認しているのか。 

 未確認。（東北電力） 

 課税が意思決定にどんな関係があるのか。 

 この料金査定において、課税の状況によって、事業者の判断としてどう意思

決定するのかということ。 

 経営の判断として、廃止するというのも１つの考え方としてあると思う。 

 

 従業員の高齢化は、他社も同じ。過剰研修は理解し難い。他の電力会社とか

け離れていれば、検証してほしい。 

 

 緊急設置電源について、③は普通の考え方だと思っている。①のリースがで

きなかったのは分かるが、当初設置時に長期間の使用を見込んでいたものの、

経営上の意思決定の変化があり、原価算定期間の前でも後でもなく、原価算

定期間中の負担になっている。本来３～５年しか使えないものであったとす

れば、当初からの償却額を大きくしていたことになる。意思決定の変化を確

認したい。 

 


